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所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業
等
に
よ
り

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
、
本
人
の
申
請
に
よ
っ
て
、
保
険
料

の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

①  

免
除
（
全
額
免
除
・
一
部
免
除
）

申
請

　

本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
や
、
失

業
等
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
、
保
険
料
が

全
額
免
除
ま
た
は
一
部
免
除
と
な
り
ま
す
。

②
若
年
者
納
付
猶
予
申
請

　

30
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
、
配
偶
者
そ

れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
に
、
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

注
）
付
加
年
金
ま
た
は
国
民
年
金
基
金
に

加
入
中
の
場
合
、
免
除
等
が
承
認
さ
れ
る

と
脱
退
と
な
り
ま
す
。

※  

過
去
２
年
ま
で
遡
っ
て
免
除
申
請
が
で

き
ま
す
。

　

  

平
成
26
年
４
月
か
ら
法
律
が
改
正
さ
れ
、

保
険
料
の
納
付
期
限
か
ら
２
年
を
経
過

し
て
い
な
い
期
間
に
つ
い
て
、
遡
っ
て

免
除
等
を
申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
申
請
が
遅
れ
る
と
万

一
の
と
き
に
障
害
年
金
が
受
け
取
れ
な

い
な
ど
の
不
利
益
が
生
じ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

※  

平
成
28
年
度
の
免
除
等
の
受
付
は
平
成

28
年
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
平
成

28
年
７
月
分
か
ら
平
成
29
年
６
月
分
ま

で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
を
お
こ

な
い
ま
す
。

　

  

平
成
28
年
６
月
ま
で
一
部
免
除
及
び
失

業
等
を
理
由
と
し
た
特
例
に
よ
る
免
除

が
承
認
と
な
っ
た
方
は
、
７
月
以
降
新

た
に
申
請
が
必
要
で
す
。　
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国
民
年
金
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険
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の
免
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制
度

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

が
あ
り
ま
す

が
あ
り
ま
す
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Q&A

立科町では、地域経済の活性化を図るため、民間企業等の広告を有料で掲載しています。《お問合せ先；総務課財政係》

立科町消費者の会で立科町消費者の会で
啓発活動を行いました啓発活動を行いました
　５月16日㈪ツルヤ立科店のご協力をいただき、立科町
消費者の会と上田消費生活センターで、「悪徳商法追放
キャンペーン」を実施しました。新しい巧妙な手口によ
る消費者トラブルが多発しています。正しい知識を身に
つけ、被害を未然に防ぎましょう。

住民係


